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令和４年第４回定例会

○新型コロナウイルス感染症について
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月別の新規陽性者数の推移（11/8まで）
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（
新
規
陽
性
者
数
・
入
院
患
者
数
：
名
）

（
重
症
患
者
数
：
名
）

陽性者数 921名（前週：397名）

週平均陽性者数 1,173名（前週：813名）

入院患者数 266名（前週：209名）

重症患者数 4名（前週：４名）

県内の新規陽性者数・入院患者数の推移（1/1～11/8）
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年代別の新規陽性者数の推移（2/1～11/8、20歳刻み）
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20歳未満, 

15人, 3%
20-30代, 

17人, 3%

40-50代, 

46人, 9%

60-70代, 

146人, 

27%

80歳以上, 

315人, 

58%

20歳未満, 

10人, 4%

20-30代, 

10人, 4% 40-50代, 

21人, 8%

60-70代, 

68人, 

25%

80歳以上, 

157人, 

59%

入院患者数
（11/8）

266人

入院患者数
（8/28：第７波ピーク）

539人

入院患者の年代別割合

入院患者は半減
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症度別の入院患者数（11/8時点）
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重症 中等症 軽症

入院患者数
第５波ピーク

8/27 499名

入院患者数
第６波ピーク

2/24 430名

中等症 169名

軽症 93名

重症 4名

11/8時点
266名

重症患者数
第６波ピーク
2/24 20名

重症患者数
第５波ピーク
8/29 32名

入院患者数
第７波ピーク

8/28 539名



第５波～第７波の重症化率の推移
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20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上

第５波重症化率（R3.7-9）

第６波重症化率（R4.1-5）

第７波重症化率（R4.7-9）

第５波 第６波 第７波

60歳未満 0.54％ 0.03％ 0.02％

60歳以上 5.59％ 1.64％ 0.86％

全年齢 1.01％ 0.22％ 0.15％

※重症化率＝（重症者数＋死亡者数）÷新規陽性者数
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新型コロナウイルス感染症に関するフォローアップ体制

発症前

陽性判明時・
発熱等発症時

療養期間中

療養終了後

受診・相談センター

自己検査 薬局等無料検査
【県内487箇所】

入院
【949床確保】

宿泊療養
【1,614室確保】

自宅療養

罹患後症状外来実施医療機関
【県内84箇所】

飲食・旅行等のための検査

※有症状者・濃厚接触者は不可

• 看護師常駐
• 保健所経由で利用申請

※低リスク者は自己申請

【高リスク者】
• MyHER-SYSによる健康観察
• 体調悪化時の相談対応

県庁健康観察チーム

【低リスク者】
• 体調悪化時の相談対応

県庁健康観察チーム
診断した医療機関、保健所

※新型コロナに関する相談対応、
診療・検査医療機関の案内等

※症状が続く場合の対応
（医療費は一部自己負担）

重症化リスク

診療・検査医療機関
（いわゆる発熱外来）

【県内816箇所】

陽性者情報登録センター

自己検査

新型コロナ陽性

高い 低い

受診・薬の処方を希望する場合

陽性
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▶呼吸器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科、
精神科、心療内科、神経科、
小児感染症科のいずれかの診療科を
有する医療機関

医療機関

▶かかりつけ医
▶発生届作成医療機関 等

罹患後症状を
呈する患者

罹患後症状外来実施医療機関

▶患者は診療情報提供書
を持って受診

（要事前予約）▶診療

○患者の病態に応じた
経過観察や対症療法等
を実施 ○より専門的な診療等を実施

（県内84医療機関 ※11/10時点）

※チェックシートに
よるセルフチェック

罹患後症状を呈する患者への診療体制
県では、県医師会と連携し、かかりつけ医等の医療機関での診療等を踏まえ、紹介状により罹患後
症状外来実施医療機関（病院、診療所）を受診できる体制を構築している。

一方で、県が実施したアンケートでは、当該医療機関の認知度が低かった（回答者の約２割）。

そこで、医療機関でコロナ陽性と診断された際に配布するチラシ（療養期間や緊急連絡先を記載）に、

罹患後症状外来実施医療機関の一覧等を掲載した二次元コードを追記し、周知を強化している。
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＜発熱患者の属性別フロー（イメージ）＞

新型コロナと季節性インフルとの同時流行
国の前提を本県に当てはめて試算

新型コロナ患者：約１万人/日、季節性インフル患者：約９千人/日

→同時流行期において、発熱外来を受診する可能性がある患者数：約1.9万人/日

同時流行に備え、診療・検査医療機関における対応能力の拡充や臨時の発熱外来の設置など
に医師会と連携して取り組んでいく。

①小学生以下
5,000人

②中学生～65歳未満で基礎疾患あり
600人

③65歳以上
2,400人

④中学生～65歳未満で基礎疾患なし
11,400人

診療・検査医療機関
などの医療機関

18,650人/日（①～③、a～b）

自己検査
できるか

速やかに受診

a.できない 9,600人

できる

自己検査
の結果

c.陽性者情報登録センター
750人/日

コロナ陽性

b.コロナ陰性 1,050人

発熱患者（①～③、a）

(コロナ陽性・陰性・確定前)

17,600人

発熱患者（b）

(コロナ陰性)

1,050人

診療・検査医療機関
（県内800か所）

左記以外
（県内700か所）

※「①小学生以下」について
は、

国において範囲を検討中。
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新型コロナワクチン接種
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ワクチン接種状況（2022.11.7現在）

国の動向

（１）接種期間の延長 令和５年３月３１日まで

（２）乳幼児（生後６ヶ月～４歳）の接種
◇ 初回接種（１・２・３回目）の開始（10/24～）

・ワクチン ファイザー社乳幼児用ワクチン ・接種回数 ３回
・接種間隔 ２回目：３週間、３回目：２回目接種から少なくとも８週間経過後

（３）オミクロン株対応ワクチンの接種
◇ 接種間隔 最終の接種終了から５ヶ月 → ３ヶ月へ短縮（10/21～）

対 ◇ 使用ワクチン オミクロン株と従来株に対応した２価ワクチン
応 ◇ 接種回数 一人１回（BA.1対応型もしくはBA.4/5対応型のいずれかを１回）

ワクチン接種を受けられる体制をとること

※３回目・４回目・５回目には、オミクロン株対応ワクチン接種を含
む。

全人口 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 5回目 オミクロン株
対応ワクチン

約289
万人

2,490,033回
(86.1%)

2,459,244回
(85.1%)

2,039,127回
(70.5%)

1,090,833回
(37.7%)

21,026回
(－)

238,234回
(8.2%)



オミクロン株対応ワクチン接種の促進
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◇ 接種対象者数 約２３６万人（最大想定）
◇ 対 策 ●接種回数が不足する市町村へ更なる接種体制強化を要請

●接種回数に余裕のある市町村へ周囲市町村住民接種の受入要請
●期間限定(11月・12月)で県大規模接種会場を再開

希望する方が速やかに接種を受けられるよう体制構築に向けて対策を実施

会 場
県庁

福利厚生棟
（水戸）

産業技術
総合研究所
（つくば）

古河市生涯学習
センター総和

（古河）

鹿島セントラル
ホテル

（神栖）

接種者数
（１日当たり）

約900人
（５レーン）

約1,000人
（６レーン）

約600人
（３レーン）

約600人
（３レーン）

合計 約3,100人

接種回数 開設期間 計 17.1万回

開設期間 １１月１日（火）～１２月２５日（日）

接種時間 週7日（毎日） １０：００～２０：００

使用ワクチン ファイザー社２価ワクチン

主な対象地域
水戸市
日立市 ほか

つくば市
土浦市 ほか

古河市
筑西市 ほか

神栖市
鹿嶋市 ほか

＜大規模接種会場における接種体制＞
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最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科の第２次目標の進捗状況について 
 
 

１ 最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科の第２次目標 

・政策医療（救急医療、小児医療、周産期医療等）を確保するという観点から、特

に早急な医師確保が必要な医療機関・診療科として、昨年２月に４医療機関の計

7.5名を第２次目標に選定。 

・筑波大学等への派遣要請を行うとともに、県外からの医師確保を強力に推進し、

令和４年度中の目標達成を目指している。 

 

２ 進捗状況（前回報告時（令和４年第１回定例会）からの追加分） 

○ 小山記念病院の循環器内科の必要医師数２名を確保。 

・来年４月に昭和大学に寄付講座を開設することにより、小山記念病院の循環器

内科に常勤医２名が配置予定。 

○ 必要医師数7.5名に対し、これまで6.2名を確保。残りの必要数は1.8名。 
 
 

【医師確保の状況（令和４年11月 10日現在）】 

医療圏 医療機関名 診療科 必 要 

医師数 

確保医師数 残りの 
必要数 常勤 非常勤 

常陸太田・

ひたちなか 

常陸大宮 

済生会病院 
循環器内科 １ － 0.2 0.8 

鹿 行 
小山記念 

病院 

産婦人科 ２ ２ － 済 

循環器内科 ２ ２ － 済 

鹿 行 
神栖済生会 

病院 
整形外科 1.5 ２ － 済 

筑西・下妻 
茨城県西部 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
循環器内科 １ － － １ 

計 7.5 ６ 0.2 1.8 
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令和４年第４回定例会 

保健福祉医療委員会資料 
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第 120 号議案 令和４年度茨城県一般会計補正予算（第５号） 

 

 

 
○ 一般会計補正予算（保健医療部分） 

 

【今回分】                         （単位：千円） 

事項 予算額 特定財源種目金額 一般財源 

保健医療部 計 3,348,609 2,815,606 533,003 

   

【歳出項目別】                                               （単位：千円） 

款  名 

  項  名 

補正前の額 

（Ａ） 

今回補正額 

（Ｂ） 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

５ 保健福祉費 304,692,892 3,348,609 308,041,501 

 ６ 医薬費 11,600,937 227,086 11,828,023 

 ８ 公衆衛生費 94,573,837 3,121,523 97,695,360 

 計 106,174,774 3,348,609 109,523,383 

 

 

 

○ 一般会計補正予算に係る保健医療部の主な事業 

 

 ・ 新型コロナウイルス対応医療機関等物価高騰応援金      95,086 千円 

 

 ・ 感染症予防医療法施行事業                3,121,523 千円 

 

 ・ 産科医療機関院内感染防止対策事業             132,000 千円 
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第 120 号議案 

 
主要事業等の概要（案） 

 
保健医療部 保健政策課 

事業名又は議案の 

名 称 

 
新型コロナウイルス対応医療機関等物価高騰応援金【新規】 

 
１ 予 算 額  

９５，０８６ 千円 
 

２ 現況・課題 医療機関等においては、新型コロナウイルス感染症への対応が

続く中、物価高騰による光熱水費等の費用増が生じている。 
 

３ 必要性・ねらい 新型コロナウイルス感染症への対応に積極的に取り組む医療

機関等に対し、応援金を給付することで、安定的・持続的な医療

提供体制の確保を図る。 
 

４ 事業の内容 【給付対象】 
①～③のいずれかに該当する医療機関等（入院病床確保補助

対象医療機関は除く） 
 ①診療・検査医療機関（発熱外来） 
   発熱患者の診療や検査を行う医療機関として県から指定 
  を受けた医療機関（ただし、診療及び検査ともに自院患者以 

外にも実施し、かつ、県 HP で公表している医療機関に限 
る。） 

 ②健康フォローアップ協力医療機関・訪問看護事業者 
   自宅療養者の診療を行う医療機関等 
 ③後方支援病院 
   療養期間を過ぎても他の疾病により在宅に戻れない患者 

を受け入れる医療機関 
【応援金の額】１医療機関等あたり１０万円 
 

５ 参考事項 【財源】 
国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に 

おける「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」 
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新型コロナウイルス対応医療機関等物価高騰応援金（新規）

物価高騰が続く中、新型コロナウイルス感染症への対応に積極的に取り組む医療機関
等に対し、応援金を給付することで、安定的・持続的な医療提供体制の確保を図ります。

保健医療部保健政策課地域保健支援Ｇ（029-301-6203）
【Ｒ4.11月補正予算額 95百万円】

①～③のいずれかに該当する医療機関等（入院病床確保補助対象医療機関は除く）

①診療・検査医療機関（発熱外来）

発熱患者の診療や検査を行う医療機関として県から指定を受けた医療機関

（ただし、診療及び検査ともに自院患者以外にも実施し、かつ、県HPで公表して

いる医療機関に限る。）

②健康フォローアップ協力医療機関・訪問看護事業者

自宅療養者の診療を行う医療機関等

③後方支援病院

療養期間を過ぎても他の疾病により在宅に戻れない患者を受け入れる医療機関

給付対象

１医療機関等あたり10万円（重複支給有）

給付額
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第 120 号議案 

 
主要事業等の概要（案） 

 
保健医療部 感染症対策課 

事業名又は議案の 

名 称 

 
 感染症予防医療法施行事業【拡充】 

 
１ 予 算 額  

３，１２１，５２３千円 
 

２ 現況・課題  ７月に発生した第７波の猛烈な感染拡大により、８月には１日

の新規陽性者数が最大で 4,833 名、入院者数が最大で 539 名とこ

れまでにない事態に至った。 

 こうした状況を踏まえ、次なる大規模な感染拡大への備えが急

務となっている。 

 

３ 必要性・ねらい 今後再び大規模な感染拡大に直面した場合においても遺漏な

く対応できるよう、軽症者等が療養するための宿泊療養施設の体

制を確保するほか、入院・外来医療費、PCR 検査等における自己

負担分の補助費用等確保、自宅療養者に対する相談対応等のフォ

ローアップを強化することで、引き続き医療提供体制の整備に万

全を期する。 

 

４ 事業の内容 ○宿泊療養施設の運営費 

1,347,721 千円（国 10/10） 

 ・民間宿泊施設の借上げ料等（11 施設） 

 

○医療費自己負担分への公費負担 

1,553,290 千円（国 10/10 等）（一部県単含む） 

 ・入院、外来医療費、PCR 等検査費の自己負担分への補助等 

 

○自宅療養者の健康フォローアップ等に係る委託等 

 220,512 千円（国 10/10 等） 

 ・自宅療養者の健康観察・電話相談、パルスオキシメーターの

発送等 
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猛烈な感染拡大となった第７波を踏まえ、今後再び大規模な感染拡大に直面した場合に
おいても遺漏なく対応できるよう、引き続き医療提供体制の整備に万全を期します。

感染症予防医療法施行事業

【Ｒ4.11月補正予算額 3,122百万円】 保健医療部感染症対策課管理Ｇ（029-301-3215）

○民間宿泊施設の借上げ料等（11施設）

医療費の公費負担等の確保

○入院・外来医療費、PCR等検査費の自己負担分への補助等

（1,348百万円）

（1,553百万円）

（221百万円）

宿泊療養施設の受入体制の維持

自宅療養者の健康フォローアップ体制の維持

○健康観察チームの運営

自宅療養者の健康観察・電話相談、パルスオキシメーターの発送等
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第 120 号議案 
 

主要事業等の概要（案） 

 
保健医療部 医療局 医療政策課 

事業名又は議案の 

名 称 

 
 産科医療機関院内感染防止対策事業【新規】 

 
１ 予 算 額  

１３２，０００千円 
 

２ 現況・課題  新型コロナウイルス感染症第７波において、感染者の急増に

伴い、妊産婦の感染者も増加し、入院受入や分娩対応が可能な

産科がある感染症指定医療機関等に負担が集中した。 
 

３ 必要性・ねらい  今後の感染拡大に備えて、県内分娩取扱医療機関における院

内感染防止のための設備整備等を促進することで、新型コロナ

に対応した周産期医療体制を強化する。 
 

４ 事業の内容 １ 補助対象者 

  県内分娩取扱医療機関のうち、新型コロナウイルスに感染

した妊産婦の入院受入を実施する医療機関 

 

２ 補助対象経費及び補助上限額 

 

３ 補助率 

  １０／１０（財源：地方創生臨時交付金） 

 

補助対象経費 補助上限額 

初度設備費 133,000 円／ 床 

個人防護具 3,600 円／ 人 

簡易陰圧装置 4,320,000 円／ 床 

簡易ベッド 51,400 円／ 台 

HEPA フィルター付空気清浄機 905,000 円／施設 

HEPA フィルター付パーテーション 205,000 円／ 台 

保育器 1,500,000 円／ 台 

分娩台 3,000,000 円／ 台 

５ 参考事項 【新型コロナウイルス感染症に対する周産期医療体制】 

 

役割 機関数 備考 
総合周産期母子 
医療センター ３ コロナ陽性妊産婦のうち、切迫早

産などリスクの高い患者に対応 
産科がある 
感染症指定医療機関 ６ コロナ陽性妊産婦に対応 

その他 ３５ うち７機関はコロナ陽性妊産婦に

対応、残り２８機関は対応不可 
計 ４４  
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産科医療機関院内感染防止対策事業（新規）

○補助対象医療機関：県内分娩取扱医療機関 ４４医療機関（病院：２２、診療所：２２）

○補助対象：

・初度設備費 ・個人防護具 ・簡易陰圧装置 ・簡易ベッド

・空気清浄機 ・パーテーション ・保育器 ・分娩台

○補助率：１０／１０

事業内容

背景・目的

○第７波において、新型コロナウイルス感染者の急増に伴い、妊産婦の感染者も増加し、入院受入や

分娩対応が可能な産科がある１６の感染症指定医療機関等に負担が集中。

○今後の感染拡大に備えて、県内分娩取扱医療機関における院内感染防止のための設備整備等を促進

することで、新型コロナに対応した周産期医療体制を強化する。

【Ｒ4.11月補正予算額 132百万円】

新型コロナウイルスに感染した妊産婦の入院受入や分娩対応を確実に実施できるよう、
分娩取扱医療機関の院内感染を防止するために必要な設備整備等を支援します。

保健医療部医療局医療政策課医療整備Ｇ（029-301-3186）
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